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平成 30年度 第２回大和市地域包括支援センター運営協議会 議事録  

 

 

日 時  平成 30年 7月 19日（木） 13時 30分から 14時 30分 

場 所  大和市保健福祉センター１階保健指導室・検診室 

出席者  委員 7名、事務局 13名 

内 容 

 

１． 開 会 

２． 内 容 

   １）報告 

・地域包括支援センター配置職員の異動状況について 

２）議事 

（１）介護予防支援の委託について 

（２） 地域包括支援センターの地区割りについて 

３）地域ケア推進会議について 

（１）個別レベルの地域ケア会議について 

（２）地域ケア会議年間実績について 

（３）地域ケア会議年間計画について 

（４）大和市の地域課題について 

４）その他 

３． 閉 会 

 

配布資料 

  資料１      包括委託状況報告 

  資料２     介護予防支援委託先 

  資料３     地域包括支援センターの地区割りについて 

  資料４－１   平成 29 年度地域ケア会議まとめ 

資料４－２   平成 29 年度地域ケア会議年間実績一覧 

  資料４－３    平成 30 年度地域ケア会議年間開催計画一覧 

  資料４－４   平成 30 年度地域ケア推進会議 

 

 

１．開  会 

 

・事務局挨拶 
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・大和市地域包括支援センター運営協議会規則（以下「規則」という）第 6 条第 2 項の

規定に基づき、出席者が過半数に達しているため会議成立の旨を報告 

・会長挨拶 

・会長の司会により、次第に沿って進行 

 

２．内  容 

 

１）報 告 

・地域包括支援センター配置職員の異動状況について 

○資料に基づき事務局より説明 

 

＜質疑応答＞ なし 

 

     報告事項について、委員全員一致により了承とする 

 

２）議 事 

 

（１）介護予防支援の委託について  

○資料に基づき事務局より説明 

 

＜質疑応答＞ 

     

会 長：大和市以外の事業所へ委託するということだが、大和市で何月から市外の受入が

出来なくなるという規則はあるのか。今日、たまたま来た患者さんの、デイサービ

スの事業所が何月何日から市外の受入ができなくなるというのを、ちょうど聞い

た。市外の受入が出来なくなるというのは、市の一律の決まりか何かがあるのか。 

 

事務局：デイサービスについては国の法令が変わったため、定員により異なっており、少人

数の地域限定のサービスを行うか、ある程度の定員以上の広域のサービスを行う

かで違ってくる。少人数の地域限定のサービスは地域密着型サービスといって、

市内の方しか利用できないこととなる。どちらのサービスを行うかは、事業所が

定員を定める事により選択することとなる。今回ご審議をお願いしたのは、ケア

マネジャーの事業所への委託なので、市内、市外の影響は受けないと考える。 

 

会 長：当方のクリニックが大和市の端にあるので、急に市外受入をしないと言われても困

ることもある。特例のようなものはないのか。 
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事務局：原則としては、地域密着サービスは市内在住者のみの利用となる。 

 

会 長：了解した。 

 

議事事項については、委員全員一致により承認とする 

  

（２）地域包括支援センターの地区割りについて 

    ○資料に基づき事務局より説明 

＜質疑応答＞ 

 

委 員：民生委員・児童委員に関して、問題はないのか。 

 

委 員：私は下鶴間つきみ野地区を担当している民生委員・児童委員であるが、消防署

北分署がある当該エリアは、以前は坂上自治会として当地区の担当であった。

今回の住居表示変更によって分かりやすくなるため、担当委員達は了承してい

る。 

 

委 員：自治会エリアに関して、問題はないのか。 

 

事務局：地域包括支援センターに関しての区割りであるため、前回の渋谷地区の区割り

変更の際も民生委員・児童委員や自治会の区割りが変わるものではないので、

地域の方からは問題ないと意見を頂いた。 

今回もこの審議で地区割が決定した後、民生委員・児童委員や自治会の方々に

説明させて頂こうと考えている。 

 

委 員：地域で色々な情報を共有していると思うが、地域包括支援センターの区分けと

地域関係による区分けでの状況が異なってくると整理をしなければならず、不

安がある。 

 

事務局：民生委員・児童委員の地区や自治会の区割りが変更される訳ではないので、相

談先の地域包括支援センターが変更になるのみであることを丁寧に説明して

いきたいと思う。 

 

委 員：混乱のないようによろしくお願いする。 
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会 長：相談先である地域包括支援センターが変わるだけなので、地域に関してはあま

り大きな影響がないものと思われる。 

 

議事事項については、委員全員一致により承認とする 

 

３）地域ケア推進会議について 

        ○資料に基づき事務局より説明 

 

＜質疑応答＞ 

 

委 員：資料４－３の機能分類の欄にある◎は何を表しているのか。 

 

事務局：1回の地域ケア会議で色々な機能を持つ中で、5つの機能分類のうち主となる

機能を◎で示すよう、依頼している。優劣をつけるのが難しく、〇だけのまま

ご報告いただいたものに関しては、そのまま示している。 

 

委 員：資料４－１（21ページ）の福田北の地域課題についてだが、具体的にはどの

ような内容だったのか。 

 

事務局：確認して、改めてご報告いたします。 

 

４）その他 

  ・次回の大和市地域包括支援センター運営協議会は 9 月 20 日（木）の午後を

予定しており、決定次第通知する。 

  ・議事録については、議事録案を作成し各委員に確認していただいた後に、市

のホームページに掲載する。 

 

４．閉  会 

  ・職務代理より閉会挨拶 

 


